
　　　 茨木労働基準監督署

総計比 小計比 総計比 小計比

34 5.4% 38.2% 35 5.5% 34.3% -1 -2.9%
0 0.0% 0.0% 2 0.3% 2.0% -2 -100.0%
0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0
1 0.2% 1.1% 0 0.0% 0.0% 1
1 0.2% 1.1% 0 0.0% 0.0% 1
5 0.8% 5.6% 5 0.8% 4.9% 0 0.0%
0 0.0% 0.0% 3 0.5% 2.9% -3 -100.0%
10 1.6% 11.2% 13 2.0% 12.7% -3 -23.1%
3 0.5% 3.4% 6 0.9% 5.9% -3 -50.0%
5 0.8% 5.6% 3 0.5% 2.9% 2 66.7%
3 0.5% 3.4% 3 0.5% 2.9% 0 0.0%
4 0.6% 4.5% 14 2.2% 13.7% -10 -71.4%
3 0.5% 3.4% 4 0.6% 3.9% -1 -25.0%
8 1.3% 9.0% 4 0.6% 3.9% 4 100.0%
1 0.2% 1.1% 6 0.9% 5.9% -5 -83.3%
1 0.2% 1.1% 0 0.0% 0.0% 1
10 1.6% 11.2% 4 0.6% 3.9% 6 150.0%
89 14.1% 100.0% 102 15.9% 100.0% -13 -12.7%

0 0.0% 0 0.0% 0

土木工事 8 1.3% 17.0% 5 0.8% 9.4% 3 60.0%
建築工事 32 5.1% 68.1% 41 6.4% 77.4% -9 -22.0%
その他の建設 7 1.1% 14.9% 7 1.1% 13.2% 0 0.0%

47 7.5% 100.0% 53 8.3% 100.0% -6 -11.3%

鉄道等 4 0.6% 2.4% 1 0.2% 0.7% 3 300.0%
道路旅客 8 1.3% 4.7% 8 1.3% 5.4% 0 0.0%
道路貨物運送 156 24.8% 92.3% 139 21.7% 93.9% 17 12.2%
その他の運輸交通 1 0.2% 0.6% 0 0.0% 0.0% 1

169 26.9% 100.0% 148 23.1% 100.0% 21 14.2%

陸上貨物 7 1.1% 87.5% 19 3.0% 100.0% -12 -63.2%
港湾運送業 1 0.2% 12.5% 0 0.0% 0.0% 1

8 1.3% 100.0% 19 3.0% 100.0% -11 -57.9%

4 0.6% 1 0.2% 3 300.0%

0 0.0% 0 0.0% 0

110 17.5% 35.3% 112 17.5% 35.3% -2 -1.8%
4 0.6% 1.3% 8 1.3% 2.5% -4 -50.0%
0 0.0% 0.0% 1 0.2% 0.3% -1 -100.0%
4 0.6% 1.3% 3 0.5% 0.9% 1 33.3%
7 1.1% 2.2% 4 0.6% 1.3% 3 75.0%
109 17.3% 34.9% 96 15.0% 30.3% 13 13.5%
37 5.9% 11.9% 28 4.4% 8.8% 9 32.1%
21 3.3% 6.7% 30 4.7% 9.5% -9 -30.0%
0 0.0% 0.0% 1 0.2% 0.3% -1 -100.0%

派遣業 0 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0
警備業 5 0.8% 1.6% 5 0.8% 1.6% 0 0.0%

20 3.2% 6.4% 34 5.3% 10.7% -14 -41.2%
312 49.6% 100.0% 317 49.5% 100.0% -5 -1.6%

629 100.0% 640 100.0% -11 -1.7%

注）労働者死傷病報告書による

　三次産業計
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教育研究業
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清掃・と畜業
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その他の事業計

通信業

その他の製造
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令和７年死傷災害発生状況　(令和７年９月末速報値）
新型コロナウイルス感染症り患者除く

業種

令和７年 前年同期 対前年同期比較

死傷者数
構成比

死傷者数
構成比

増減数 増減比

食料品製造

繊維工業

衣服その他の繊維



指針の主なポイント
＜労働衛生管理体制＞
職場で腰痛を予防するには、労働衛生管理体制を整備した上で、作業・作業環

境・健康の３つの管理と労働衛生についての教育を総合的・継続的に実施するこ
とが重要です。
また、リスクアセスメントや労働安全衛生マネジメントシステムの考え方を導

入して、腰痛予防対策の推進を図ることも有効です。

事業主の皆さまへ

職場での腰痛を予防しましょう︕
「腰痛予防対策指針」による予防のポイント

腰痛は、休業４日以上の職業性疾病の６割を占める労働災害となっています。
厚生労働省では「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、重量物を取り扱う
事業場などへの啓発・指導を行ってきましたが、平成25年６月に、適用範囲を福
祉・医療分野における介護・看護作業全般に広げるなど、改訂を行いました。
このパンフレットは、指針の主なポイント、腰痛の発生が比較的多い作業につ

いての対策をまとめたものです。
皆さまの事業所での腰痛予防対策に、ぜひ、お役立てください。

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

腰痛予防のための
労働衛生管理体制の整備 作業環境管理

作業管理

健康管理

労働衛生教育

作業方法、作業手順、体制など

照明、床面、作業スペースなど

腰痛健診、腰痛予防体操など

腰痛予防のための教育・指導

＜リスクアセスメント＞
リスクアセスメントは、それぞれの作業内容に応じて、腰痛の発生につながる

要因を見つけ出し、想定される腰部への負荷の程度、作業頻度などからその作業
のリスクの大きさを評価し、リスクの大きなものから対策を検討して実施する手
法です。

＜労働安全衛生マネジメントシステム＞
リスクアセスメントの結果を基に、予防対策の推進についての「計画（Plan）」

を立て、それを「実施（Do）」し、実施結果を「評価（Check）」し、「見直し
・改善（Act）」するという一連のサイクル（PDCAサイクル）により、継続的・
体系的に取り組むことができます。



作業管理
■自動化、省力化
腰に負担がかかる重量物を取り扱う作業、不自然な姿勢を伴う作業では、機械による作業
の自動化を行う。それが困難な場合は、台車などの道具や補助機器を使うなど作業者の負
担を減らす省力化を行う。
■作業姿勢、動作
作業対象にできるだけ身体を近づけて作業する。不自然な姿勢を取らざるをえない場合は、
前屈やひねりなど、その姿勢の程度をなるべく小さくし、頻度と時間を減らす。作業台や
椅子は適切な高さに調整する。作業台は、ひじの曲げ角度がおよそ90度になる高さとする。
■作業の実施体制
作業時間、作業量などを設定する際は、作業をする人数、内容、時間、重量、自動化・省
力化の状況などを検討する。腰に過度の負担がかかる作業は、無理に１人ではさせない。
■作業標準の策定
作業の姿勢、動作、手順、時間などについて、作業標準を策定する。作業標準は、作業者
の特性・技能レベルなどを考慮して定期的に確認する。また、新しい機器・設備を導入し
たときにも、その都度、見直すようにする。
■休憩・作業量、作業の組合せ
適宜、休憩時間を設け、姿勢を変えるようにする。夜勤や交代制勤務、不規則な勤務につ
いては、昼間の作業量を下回るよう配慮し、適宜、休憩や仮眠が取れるようにする。過労
を引き起こすような長時間勤務は避ける。
■靴、服装など
作業時の靴は、足に合ったものを使用する。ハイヒールやサンダルは使用しないこと。作
業服は、適切な姿勢や動作を妨げることのないよう伸縮性のあるものを使用する。腰部保
護ベルトは、個人ごとに効果を確認した上で、使用するかどうか判断する。
作業環境管理
■温度
寒い場所での作業は、腰痛を悪化、または発生させやすくするので、適切な温度を保つ。
■照明、作業床面、作業空間や設備の配置
作業場所などで、足もとや周囲の安全が確認できるように適切な照度を保つ。転倒、つま
ずきや滑りなどを防止するため、凹凸や段差がなく、滑りにくい床面にする。作業や動作
に支障をきたさないよう、十分な作業空間を確保するとともに、適切な機器配置にする。
■振動
車両系建設機械の操作・運転などによる腰や全身への激しい振動、車両運転などによる長
時間にわたっての振動を受ける場合は、座席の改善・改良などにより、振動の軽減を図る。

健康管理
■健康診断
腰に著しい負担がかかる作業に、常時、従事させる場合は、その作業に配置する際に、医
師による腰痛の健康診断を実施する。その後は、６カ月以内に１回、実施する。
■腰痛予防体操
ストレッチを中心とした腰痛予防体操を実施させる。
■腰痛による休職者が職場に復帰する際の注意事項
腰痛は再発する可能性が高いので、産業医などの意見を聴き、必要な措置をとる。

作業管理、作業環境管理、健康管理のポイント［ 指針 ］



■労働衛生教育
重量物の取り扱い作業、同一姿勢での長時間作業、不自然な姿勢を伴う作業、介護・看護
作業、車両運転作業などに従事する作業者に対しては、その作業に配置する際やその後、
必要に応じて、腰痛予防のための労働衛生教育を実施する。
［教育内容］
・腰痛の発生状況、原因（腰痛が発生している作業内容・環境、原因など）
・腰痛発生要因の特定、リスクの見積もり（チェックリストの作成、活用方法など）
・腰痛発生要因の低減措置（発生要因の回避、軽減を図るための対策）
・腰痛予防体操（職場でできるストレッチの仕方など）

■心理・社会的要因に関する留意点
上司や同僚のサポート、腰痛で休むことを受け入れる環境づくり、相談窓口の設置など、
組織的な取り組みを行う。
■健康の保持増進のための措置
腰痛予防には日頃からの健康管理も重要。十分な睡眠、禁煙、入浴による保温、自宅での
ストレッチ、負担にならない程度の運動、バランスのとれた食事、休日を利用した疲労回
復・気分転換などが有効。

■リスクアセスメント
腰痛予防対策は、各作業におけるリスクに応じて、
合理的・効果的な対策を立てることが重要です。
そのためには、作業の種類や場所ごとに、腰痛の
発生に関与する要因についてリスクアセスメントを
実施する必要があります。
リスクアセスメントとは、職場にある危険の芽を
洗い出し、それにより起こりうる労働災害のリスク
の大きさ（重大さ＋可能性）を見積もり、大きい
ものから優先的に対策を講じていく手法です。

■労働安全衛生マネジメントシステム
作業管理、作業環境管理、健康管理、労働衛生教育を的確に組み合わせ
て総合的に推進していくためには、労働安全衛生マネジメントシステムの
考え方を導入することが重要です。
リスクアセスメントの結果を基に、「計画を立てる（Plan）」→「計画
を実施する（Do）」→「実施結果を評価する（Check）」→「評価を踏ま
えて見直し、改善する（Act）」という一連のサイクル（PDCAサイクル）
により、継続的・体系的に安全衛生対策に取り組むことができます。

労働衛生教育のポイント［ 指針 ］

リスクアセスメント・労働安全衛生マネジメントシステム

低減措置の実施

危険性の特定

リスクを低減させる
ための優先度の設定

危険性ごとの
リスクの見積もり

リスク低減措置の
内容の検討

評価を踏まえて見直し、
改善する（Act）

計画を立てる
（ Plan ）

実施結果を評価する
（ Check ）

計画を実施する
（ Do ）

［PDCAサイクル］



腰痛の発生が比較的多い作業については、個別の腰痛予防対策を示します。

１ 重量物取り扱い作業
・重量物の取り扱い作業については、機械による自動化や台車・昇降装置な
どの使用による省力化を図る。

・機械を使わず人力によってのみ作業をする場合の重量は、男性（満18歳以
上）は体重のおおむね40%、女性（満18歳以上）は、男性が取り扱う重量
の60%程度とする。

・荷物は、適切な材料で包装し、確実に持つことができるようにし、取り扱
いを容易にする。重量はできるだけ明示する。

２ 立ち作業
・不自然な姿勢での作業とならないよう、作業機器や作業台は、作業者の体
格を考慮して配置する。

・長時間立ったままでの作業を避けるため、他の作業を組み合わせる。
・１時間に１・２回程度の小休止・休息を取らせ、屈伸運動やマッサージな
どを行わせることが望ましい。

・床面が硬い場合は、立っているだけでも腰に負担がかかるので、クッショ
ン性のある靴やマットを利用して、負担を減らすようにする。

３ 座り作業
・椅子は、座面の高さ、奥行きの寸法、背もたれの寸法・角度、肘掛けの高
さなど、作業者の体格に合ったものを使用させる。

・不自然な姿勢での作業とならないよう、作業対象物は、肘を伸ばして届く
範囲内に配置する。

・床に座って行う作業は、股関節や仙腸関節（脊椎の根元にある関節）など
に負担がかかるため、できるだけ避けるようにする。

４ 福祉・医療分野等における介護・看護作業
・リスクアセスメントを実施し、合理的・効果的な腰痛予防対策を立てる。
・人を抱え上げる作業は、原則、人力では行わせない。福祉用具を活用する。
・定期的な職場の巡視、聞き取りなどを行い、新たな負担や腰痛が発生して
いないか確認する体制を整備する。

５ 車両運転等の作業
・建設機械、フォークリフト、農業機械の操作・運転による激しい振動、ト
ラック、バス・タクシーなどの長時間運転では、腰痛が発生しやすくなる
ので、座席の改善、運転時間の管理を適切に行い、適宜、休憩を取らせる
ようにする。

・長時間運転した後に重量物を取り扱う場合は、小休止や休息、ストレッチ
を行った後に作業を行わせる。

作業別 腰痛予防対策

指針全文(H25.6.18付け基発0618第１号)は、厚生労働省ホームページの「法令等データベース
サービス(通知検索)」または、報道発表資料(H25.6.18)をご参照ください。

詳細は検索で

（H25.11）

職場における腰痛予防対策指針 検索



個人事業者等自身に対して、労働者と同一の場所において作業を行う場合に、①構造規格や

安全装置を具備しない機械などの使用の禁止、②特定の機械などに対する定期自主検査の実

施、③危険・有害な業務に就く際の安全衛生教育の受講などを義務付けることとしました。

労働安全衛生法及び作業環境測定法

改正の主なポイントについて

多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進するため、個人事業

者等に対する安全衛生対策の推進や、職場のメンタルヘルス対策の推進などの措置を行う改正

を行いました。

個人事業者等の安全衛生対策の推進１

労働安全衛生法第３条第３項に規定されている注文者などへの注文時の施工方法や工期など

に対する配慮規定について、今回の法改正により、こうした規定が建設工事以外の注文者に

も広く適用されることを明確化しました。

（特定）元方事業者が混在作業場所において、自社及び関係請負人等に雇用されている労働

者の災害防止のために講ずべき必要な指導や連絡調整等の措置について、その対象が当該

労働者から個人事業者等を含む作業従事者に拡大されました。

また、政令で定められた機械等または建築物を他の事業者に貸与する者が災害防止のために

講ずべき措置について、個人事業者等に貸与する場合にも当該措置を講ずることとされまし

た。

労働者と同じ場所で働く個人事業者等を労働安全衛生法による保護の対象及び義務の主

体として位置づけ、注文者等や個人事業者等自身が講ずべき各種措置を定めました。

R8.4.1施行

個人事業者等の業務上災害が発生した場合には、災害発生状況などについて、厚生労働省に

報告させることができることとしました。

報告主体や報告事項などの報告の仕組みの詳細は今後、関連する法令等により示すこととし

ています。

R9.1.1施行

令和８(2026)年１月１日から段階的に施行※されます

※ 一 部 は 公 布 日 （ 令 和 ７ 年 ５ 月 1 4 日 ） に 施 行 済 み

（１）注文者等の配慮

（２）混在作業場所における元方事業者等への措置義務対象の拡大

（３）業務上災害報告制度の創設

R7.5.14施行

1

事業主 ・労働災害防止団体の皆さま

（４）個人事業者等自身への義務付け R9.4.1施行



製造メーカー
輸入業者

卸売業者

①ラベル表示
②ＳＤＳ交付

①ラベル表示
②ＳＤＳ交付

化学物質使用事業者
（ユーザー）

③①・②の情報を踏まえた危険性及び有
害性等の調査（リスクアセスメント）の
実施

④③の結果に基づく必要なばく露低減措
置の実施

※③、④は製造メーカー等でも実施

化学物質の譲渡・提供時における危険性及び有害性情報の通知（SDS：安全データシートの交

付）の履行確保のため、通知義務違反に対する罰則が新たに設けられるとともに、通知事項を

変更した場合の再通知が義務化されました。

公布後５年以内に政令で定める日から施行

公布後３年以内に政令で定める日から施行

化学物質管理の流れの例

作業場所管理事業者（仕事を自ら行う事業者であって、当該仕事を行う場所を管理するもの

をいいます。）に対して、その管理する場所において、自社または請負人の作業従事者のいず

れかが、危険・有害な業務を行う場合に、災害防止の観点から、作業間の連絡調整等の必要な

措置を講ずることが義務付けられました。

（５）作業場所管理事業者への連絡調整措置の義務付け R9.4.1施行

職場のメンタルヘルス対策の推進2

化学物質による健康障害防止対策等の推進3

ストレスチェックについて、現在当分の間努力義務となっている常用労働者数50人未満

の事業場においても、ストレスチェックや高ストレス者への面接指導の実施が義務付けら

れました。

国においても小規模事業者が円滑に制度改正に対応できるよう、50人未満の事業場に

即したストレスチェックの実施体制・実施手法についてのマニュアルの作成や、医師による

高ストレス者への面接指導の受け皿となる地域産業保健センター（地さんぽ）の体制拡充

などの支援を進めていきます。

（１）危険性及び有害性情報の通知制度の履行確保

ストレスチェック

高ストレス者

医師の面接指導

集団分析

職場環境改善

メンタルヘルス不調の未然防止

義
務 努

力
義
務

【ストレスチェック制度の流れ】

2



3

危険な作業を必要とする特定機械等（ボイラー、クレーンなど）に対して義務付けられている製造

許可や製造時等検査などの制度について、

① 製造許可申請の審査のうち、特定機械等の設計が構造規格に適合しているかの審査につい

て、登録を受けた民間機関が行うことが可能となりました。

② 製造時等検査の対象となる機械のうち、移動式クレーン及びゴンドラについても登録を受け

た民間機関が検査を行うことが可能となります。あわせて、特定機械等の製造時等検査・性

能検査や、個別検定・型式検定について基準を定め、登録機関がこの基準に従って検査・検

定を行わなければならないこととされました。

※代替化学名等：当該成分の化学名における成分の構造または構成要素を表す文字の一部を省略・置き換えた化学名などを

言いますが、詳細な代替化学名等の表示方法などについては国が指針を定める予定です。

なお、非開示とできるのは成分名のみであり、人体に及ぼす作用、講ずべき措置等については非開示は認められません。

SDSについて、化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含まれる場合においては、有害性

が相対的に低い化学物質に限り、通知事項のうち成分名について、代替化学名等（※）での通

知が認められることとなりました。

なお、代替化学名等での通知を行った事業者は実際の成分名等の情報についての記録・保存

が義務付けられました。

また、当該事業者は医師が診断及び治療のために成分名の開示を求めた場合は、直ちに成分

名の開示を行うことが義務付けられました。

（２）営業秘密である成分に係る代替化学品名等の通知 R8.4.1施行

危険有害な化学物質を取り扱う作業場の作業環境に関して、その場所で働く労働者が化学物

質にばく露している程度を把握するために行う個人ばく露測定について、その測定精度を担

保するため、個人ばく露測定を作業環境測定の一部として位置づけ、有資格者（必要な講習を

受講した作業環境測定士など）が作業環境測定基準に従って行うことが義務となりました。

（３）個人ばく露測定の精度担保 R8.10.1施行

機械等による労働災害防止の促進等4

（１）特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し R8.4.1施行

民間移管済今回新たに民間移管

①

②



R7.6作成

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び

職業生活の充実等に関する法律」も改正されました

4

フォークリフトなどの一定の機械に対して義務付けられている特定自主検査について、基準を

定め、登録検査業者はこの基準に従って検査を行わなければならないこととされました。

また、フォークリフトの運転業務などの業務に従事するために必要な技能講習について、不正

に技能講習修了証やこれと紛らわしい書面の交付を禁止するとともに、不正を行った場合の回収

命令、欠格期間の延長が規定されました。

（２）特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化 R8.1.1施行

高年齢労働者の労働災害防止の推進5

高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の

改善、作業管理などの必要な措置を講ずることが事業者の努力義務となりました。

また、国において、事業者による措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定める

こととしており、事業者の方には、指針に基づいた取り組みを行っていただく必要があり

ます。

治療と仕事の両立支援の推進6

職場における治療と仕事の両立を促進するために必要な措置を講じることが事業者の努

力義務となりました。

また、国において、当該措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を定めることとして

おり、事業者の方には、指針に基づいた取り組みを行っていただく必要があります。

R8.4.1施行

R8.4.1施行

改正安衛法等に係る特設ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsu
ite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/an
zen/an-eihou/index_00001.html

安全衛生政策全般の紹介
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakuni
tsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukij
un/anzen/index.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/index.html


労働者５０人未満の事業場においても、
労働者の
「ストレスチェックの実施」が義務
となります。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudou
kijun/anzeneisei12/pdf/160331-1.pdf

ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者
が記入し、それを集計・分析することで、自分
のストレスがどのような状況にあるかを調べる
簡単な検査です。

労働者５０人未満の事業場の皆様へ

（令和１０年５月１４日までに施行予定）

大阪労働局・各労働基準監督署
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/

R7.6

労働者が自分のストレスの状態を知る
ことで、ストレスをためすぎないように対
処したり、ストレスが高い状態の場合は、
医師の面接を受けて助言をもらったり、
職場の環境改善につなげたりすることで、
メンタルヘルス不調を未然に防止するた
めの仕組みです。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudou
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/


企業の方へ
・ 高ストレス者の医師の面接指導
・ 健康相談（メンタルヘルス不調者相談・指導）
・ 健康相談（ストレスチェック相談・指導）
・ 健康診断の結果についての医師からの意見聴取
・ 長時間労働者に対する医師による面接指導
 を無料で実施しています。

https://

お問い合わせ：厚生労働省大阪労働局労働基準部健康課 ☎ ０６－６９４９－６５００
〒５４０－８５２７ 大阪市中央区大手前４－１－６７ 大阪合同庁舎第２号館９階

お問い合わせ：厚生労働省大阪労働局労働基準部健康課 ☎ ０６－６９４９－６５００
〒５４０－８５２７ 大阪市中央区大手前４－１－６７ 大阪合同庁舎第２号館９階

企業の方へ https://osakas.johas.go.jp/mental/

https://osakas.johas.go.jp/sanpo-center/

外部の健康診断機関
などに
ストレスチェック実施
を委託することも可
能です。

メンタルヘルス対策の専門家（産業カウンセラー、社会保険労務士等）が、事業場を直接訪問し、
メンタルヘルス対策の一環として、ストレスチェック制度の導入に関して、「何から取り組むか」、
「導入方法」などについて、各事業場の状況に合った具体的なアドバイスをする支援を無料で
行っています。 また、ストレスチェック制度の内容を含む、管理監督者を対象とした
メンタルヘルス教育も1事業場当たり1回、無料で実施しています。

https://osakas.johas.go.jp/mental/
https://osakas.johas.go.jp/sanpo-center/
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